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新しい生活には慣れましたか？ 

新学期が始まり１ヶ月が経ちました。新しい環境にもそろそろ慣れまし
たか？それぞれ予定を立てている人も多いと思います。ですが、コロナも５
類に下がったとはいえ、思わぬタイミングでかかってしまうこともあるか
もしれません。生活習慣の乱れ、事故や事件には十分注意をして有意義なゴ

ールデンウイークを過ごしてください。 
 
５月は新しい環境に慣れ、中だるみしやすい時期です。連休中に生活習慣

が乱れたまま学校が始まってしまわないように、中間テストまでの目標や
計画を立てたり、普段できない予習復習をする時間も作るようにしましょ
う。また、３年生は部活動で最後の大会や発表会などを控えている人も多いと思います。悔いの残
らないよう、連休を有効に活用してください。連休明けにまた新学期のような緊張感を持った良い
スタートを切れるようにしましょう。まだ朝晩は肌寒く一日の気温差が激しい季節ですので、体調
に十分気を付けながら自分の目標に向かって頑張ってください。 
 

苦情が相次いでいます。 

登下校時、周りを見て歩けていますか？生徒指導部には近所に住んでいる方や、みなさんと同じ
公共交通機関を利用されている方からのご意見がたくさん届いています。一部を紹介すると、「道
いっぱいに広がって歩いていて通れない。」「バス内でのマナーが悪い。」「注意をしても聞かない。
ましてや言い返されたり、にらまれたりした。」という話も聞きます。 
 

 また、登校時のルールを守れていますか？学校近隣の道路におけ
る交通マナーが良くないというご意見も届いています。特に新学期
始まって多いのは「車での送迎」に関してです。朝、雨が降ると保
護者の方に送ってもらっている人もいるようです。ですが、愛知高

校は原則、「車での送迎」は禁止しています。怪我や体調不良等で
自分一人で登校することが難しい場合は、先生たちにまず相談して
登校してください。 
 
◎特に注意する点 
・道を塞がない。（１,２列になって道の端を歩きましょう。） 
・電車やバスの中で大きな声で話さない。お菓子を食べない。 
・迷惑をかけて注意や指摘をされたら真摯に受け止め、誠意ある対応を。 
学校周辺は、たくさんの方が住む住宅街です。思いやりを持ってお互い

が気持ちよく生活できるよう協力していきましょう。また挨拶をすると心

が明るくなります。先生や友達、地域の方にも、元気よく挨拶をしましょ
う。 
 

黒タイツについて 

 愛知高校では、制服の移行期間はなく、自分の体調に合わせて自ら制服の着こなしを判断するこ
とになっています。しかし、「黒タイツ」に関しては１０月から３月まで着用期間となっています。
今は期間外なので着用しないようにしましょう。 

  

 

 

自転車安全講習会終了 

 自転車安全講習会が終了しました。自転車の利用者は、被害者にも加害者にもなります。高校生

活をより良いものにするために、交通ルールを守って安全に走行しましょう。 

自転車を新しく買い換えたときは、新しいステッカーに貼り替えなければなりません。生徒指導

部まで直接申し出て、※買い換えの手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①標識がない限り、横に並んで運転をしない。 

②車道が原則。左側を通行。 

③交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。 

④ながら運転をしない。（傘、携帯電話、イヤホン等） 

⑤ヘルメットを着用する。 

※愛知高校では、徒歩・自転車乗車中いずれも登下校時、生徒の安全の為イヤホンの使用を禁止しています。 

※ヘルメットを着用しない場合、着用している場合に比べて致死率は 2.2倍も高くなります。 

 

食事訓の時は教室に入りましょう。 

 4 限終了後、セブンイレブンの自販機の前には毎日たくさんの人がいます。 

生徒心得には「昼食は食事訓を唱えて一斉にする。」と書いてあります。自販機に

並びながら食事訓の放送を聞くのは、正しい行動といえるでしょうか。 

食事訓の時間は教室に入り、その時間に間に合うように買い物は計画的に済ませ

ておきましょう。 

 

「駒の屋」が高校にも入りました。 

 今までは中学校だけの販売でしたが、今年度から高校にも「駒の屋」が設置されました。場所は

本館３階購買と南館１階ダルマチャクラホール前の２か所あります。食事訓後から１３時５分ま

での販売になります。食事訓を教室で唱えてから購入するようにしましょう。購入する際には列に

並んで購入し、必ず教室に持ち帰って食べるようにしましょう。廊

下や階段等の教室外の場所で食べることがないようにしてくださ

い。 

守らないと罰金等、罰則の 

対象になることがあります。 
 

（参考：道路交通法ほか、自転車安全利用五則） 

※その際に必要なもの 

 ① 新しい自転車の情報（車体番号・防犯登録番号・メーカー・色 等） 

② 古いステッカー（剥がして持参） 

③ 100 円（新しいステッカー代） 

 

＊＊＊自転車運転の注意事項＊＊＊ 

 

改正道路交通法の施行により、 

令和 5年 4月 1日から自転車利用者のヘルメット

着用が努力義務化されました。 

 

 

 

 


